
藍住町感震ブレーカー取付支援事業補助金交付要綱 

 

（目的） 
第１条 この事業は、住宅用感震ブレーカー（以下、「感震ブレーカー」という。）の取
付けを行う者に対し、予算の範囲内において、その費用の一部に対し補助金を交付し、
地震発生時における出火及び延焼の防止を目的とする。補助金の交付については、藍住
町補助金交付規則（平成１７年藍住町規則第１１６号）に定めるもののほか、本要綱で
必要な事項を定めるものとする。 

 
（定義） 
第２条 この要綱において「感震ブレーカー」とは、地震発生時に住宅内の電気を遮断す
ることで電気に起因する出火を防止するための装置で、次に掲げるものをいう。 
(1)一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤（JWDS0007付2）の
規格で定める構造及び機能を有する内蔵型または後付型のもの。 

 (2)一般社団法人日本消防設備安全センターによる消防防災製品等推奨証の交付を受けて
いる簡易タイプまたはコンセントタイプのもの。  

 
（対象者） 
第３条 本要綱による補助金の交付を受けることができる者は、藍住町に住所を有し、か
つ、居住し、藍住町における町税等（町税及び国民健康保険税）の滞納がない者とする。
（世帯主に限る。） 

 
（対象費用） 
第４条 補助対象となる費用は、現に居住の用に供している住宅において実施する第２条
に規定する感震ブレーカーの購入及び取付工事費用とする。ただし、器具等の取付工事
費用の補助については、補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

以外の事業者等が施工した場合に限る。 
２ 前項の規定にかかわらず、新築住宅の建築に併せて第２条に規定する感震ブレーカー
を取付けする場合も、補助対象とする。 

 
（補助金の額等） 
第５条 補助金の額は、前条に要する費用の合計額の２分の１とする。ただし、その金額
が１万５千円を超えるときは１万５千円とする。また、１００円未満の端数が生じたと
きは、これを切捨てるものとする。 

２ 補助金の交付は、１世帯に対し１回限りとする。 
 
（交付申請及び実績報告） 
第６条 申請者は、藍住町感震ブレーカー取付支援事業補助金交付申請兼実績報告書（様
式第１号）に次に掲げる書類を添付して、感震ブレーカーを購入した日の属する年度の

３月３１日までに町長に申請しなければならない。 
(1) 感震ブレーカーの購入及び取付けに係る領収書の写し 
(2) 賃貸権者の取付承諾書（借家等の場合に限る。）（様式第２号） 
(3) 感震ブレーカーの取付け前及び取付け後の写真 
 

（交付決定及び額の確定） 
第７条 町長は、前条の申請を受けたときには、その内容を審査し、補助金の交付の適否



を決定するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定し、額を確定したときは、藍住町感震
ブレーカー取付支援事業補助金交付決定・確定通知書(様式第３号)により、その内容を
申請者に通知するものとする。 

３ 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、藍住町感震ブレーカー取付支援
事業補助金不交付決定通知書(様式第４号)により申請者に通知するものとする。 

 
（補助金の交付） 
第７条 補助金の交付は、前条第２項の規定により補助金の額が確定した後に行うものと
し、補助金交付請求書（様式第５号）により交付する。 

 
（補助金の返還） 
第８条 町長は、申請者が次に掲げる事項に該当した場合は、補助金の交付決定を取り消
し、当該補助金の返還を命ずるものとする。 

(1)前条により補助金の交付を受けた後に、藍住町木造住宅耐震化促進事業（耐震改修支
援事業に限る。）による補助金の交付を受けたとき 

(2)虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき 
 
（補則） 
第１３条 この要綱の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 
    

附 則 
 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 


